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出店に関する誓約書

令和　　年　　月　　日
ねんりんピック彩の国さいたま２０２６
鴻巣市実行委員会会長　様
氏名　　　　　　　 　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署のみ押印不要）

私は、ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ソフトボール交流大会における売店等の出店申請にあたり、次の事項を厳守することを誓約するとともに、誓約事項に違反した場合は、直ちに出店を取り消されても異論はなく、今後の出店を拒否されても異議は申し立てません。
また、これにより損害が生じた場合でも、一切を私の責任といたします。

１　暴力団並びに暴力団員及び暴力団員と不適切な関係を有する者ではないこと。
　　また、私自身の暴力団との関係を確認するため、警察に照会することに異論がないこと。
２　暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していないこと。
３　暴力団員等であることを知りながらこれを使用し、又は雇用していないこと。
４　自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員等を利用していないこと。
５　暴力団又は暴力団員等に対して金品を提供し、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持運営に協力又は関与していないこと。
６　出店の許可の名義貸しを行わないこと。
７　売店等の出店時には、出店許可証を掲示、又は備え付けるとともに、申請の際に提出した本人確認書類を携行し、関係者又は警察職員から求めがあった場合は、これを提示すること。
８　来場者又は市実行委員会に対して、暴力的若しくは、脅迫的な言動又は不当な要求行為を行わないこと。
９　偽計若しくは威力を用いて市実行委員会関係者の信用を棄損し、又は業務を妨害しないこと。
10　粗野な言動等により、来場者に不快な思いをさせる行為を行わないこと。
11　次の事項を遵守すること。
　　⑴　法律で禁止されている物品、品位を損なう物品等を販売しないこと。
　　⑵　火気を伴う営業は、消火器を常設すること。
　　⑶　出店場所付近の形状の変更を伴う工作をしないこと。
　　⑷　ごみ類は、出店者の責任において処理すること。
　　⑸　交通法令を遵守し、物品の搬出入に当たっては交通の支障にならないよう努めること。
　　⑹　事業終了後は、使用前の状態に復すること。
　　⑺　市実行委員会の指示に従うこと。
12　当方の過失による事故等が発生した場合、ねんりんピック彩の国さいたま２０２６鴻巣市実行委員会にその責めを求めず、出店者として一切の責任を負うこと。
